
認知症対応型共同生活介護重要事項説明書 

＜令和７年 ４月 １日 現在＞ 

 

 

１ 当施設が提供するサービスについての相談窓口 

   電話番号  ０４８－５８６－１８９７  （いつでも可） 

   ファックス ０４８－５８０－１００５ 

   担  当  原 利次  管理者 （介護福祉士・介護支援専門員）    

※ ご不明な点は、なんでもお尋ねください。 

 

２ グループホーム ひふみの概要 

（１） 施設の名称及び所在地等 

施設名称  グループホーム ひふみ 

所在地  埼玉県大里郡寄居町大字寄居１１９１番地 3 

介護保険指定番号 認知症対応型共同生活介護事業 （１１７４５００９６５号） 

 

（２） 職員体制 

 常 勤 非常勤 業 務 内 容 計 

管理者  １名（1 ）   名（ ） 
施設管理全般 

 
１名（ ） 

計画作成担当者 １名（１）   名（ ） 

サービス計画の立案・管理等 

介護支援専門員 

 

１名（１） 

看

護

介

護

職

員 

看護師  １名（ ）   名（ ） 

日常介護業務等 

１名（ ） 

准看護師    名（ ） 名（ ）  名（ ） 

介護福祉士 ３名（１）  ６名（ ） ９名（１） 

介護支援専門員 １名（ １）   名（ ） １名（１） 

ヘルパー１～２級 １名（ １） ８名（ ） ９名（１） 

その他 名（ ）  １名（ ） １名（ ） 

（ ）内は男性再掲 

 

 

 



（３）設備の概要 

定  員 １８名 食堂及び居間 ２室 

居  室 
個 室 １８室 浴  室 

一般浴 

シャワー浴 

２人部屋 無 キッチン  ２ 

 

３ サービス内容 

①サービス計画の立案・作成 

  ②食  事 ： 朝食・昼食・夕食の提供及びその介助・見守り 

  ③入  浴 ： 入浴日（月・水・金）（火・木・土）入浴時の介助及び見守り               

                   （ 入浴日以外にも心身の状態により実施） 

 ④介  護 ： 車椅子介助、トイレ誘導および介助 

 ⑤機能訓練 ： 生活リハビリ 例、草花の水遣り・新聞とり・食器拭き・パン購入など 

  ⑥生活相談 ： 生活していくなかで、困ったことやご自分でしたいこと(趣味)などの 

         相談・苦情など 

  ⑦健康管理 ：毎日の健康チェック、主治医による健康相談・診察など 

  ⑧介護保険申請（変更）手続き等の援助 

  ⑨行政手続代行 

  ⑩日常費用の受入・支払代行 

  ⑪所持品等の保管 

  ⑫外出（買い物、趣味活動、通院等）の付き添い等 

   

４ 利用料金 

（１）基本料金 

①介護利用料（一日当りの自己負担分）地域区分 7 級地 単価 10.14 

 
利用者負担 

（１割） 

利用者負担 

（２割） 

利用者負担 

（３割） 

要支援２ ７４９ １，４９８ ２，２７７ 

要介護１ ７５３ １，５０６ ２，２５９ 

要介護２ ７８８ １，５７６ ２，３６４ 

要介護３ ８１２ １，６２４ ２，４３６ 

要介護４ ８２８ １，６５６ ２，４８４ 

要介護５ ８４５ １，６９０ ２，５３５ 

 



②加  算 

 
利用者負担 

（１割） 

利用者負担 

（２割） 

利用者負担 

（３割） 

若年性認知症受入加算 １２０ ２４０ ３６０ 

看取り介護加算    

（１）死亡日以前３１日以上４５日以下 ７２ １４４ ２１６ 

（２）死亡日以前４日以上３０日以下 １４４ ２８８ ４３２ 

（３） 死亡日以前２日以上３日 ６８０ １，３６０ ２，０４０ 

（４） 死亡日 １，２８０ ２，５６０ ３，８４０ 

初期加算（入所後３０日間） ３０ ６０ ９０ 

医療連携体制加算（１） ３７ ７４ １１１ 

  ＊介護職員処遇改善加算ｖ８    所定単位数の１３．２％を加算 

③室  料   １ヶ月当たり ５０,０００円  

④食  費   １ヶ月当たり ４５,０００円（１日当たりおやつ代を含み 1500円程度） 

⑤管 理 料   １ヶ月当たり ２０,０００円（水道光熱費） 

  ⑥その他日常生活上の便宜に係る費用 実費 

（２）支払方法    

   毎月、１０日までに請求をいたしますので、月末までにお支払いください。 

   お支払い方法は、原則として銀行振り込みとさせていただきます。 

ただし、退所される場合は、退所日までの分をその都度請求しますので、１０日間以内にお

支払いください。 

お支払いいただきますと、領収証を発行いたします。 

（３）料金の変更等 

介護保険関係法令の改正により料金が変更になる場合は、事前にご説明をし、ご承諾をいた 

だきます。 

５ 入退所の手続 

（１）入所手続 

   お電話等でお申し込みください。 

   契約を結び、入所と同時に、サービスの提供を開始します。 

   居宅サービス計画の作成を依頼している場合は、事前に介護支援専門員にご相談ください。 

 

（２）退所手続 

①利用者のご都合で退所される場合 

    退所を希望する日の１０日前までにお申し出ください。 

②自動終了 

    以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。 



   ・利用者が他の介護保険施設に入所した場合………その翌日 

   ・介護保険給付でサービスを受けていた利用者の要介護認定区分が、非該当（自立）または 

    要支援１と認定された場合は、所定の期間の経過をもって退所していただきます。 

   ・利用者がお亡くなりになった場合………その翌日 

③その他 

・利用者が、サービス利用料金の支払いを正当な理由なく当月末日までに支払うことがなく､ 

料金を支払うよう催告したにもかかわらず、１０日以内に支払わない場合、または利用者 

ご家族などが、当施設や当施設の従業員に対して本契約を継続しがたいほどの背信行為を 

行った場合は、退所していただく場合がございます。この場合、契約終了３０日前までに 

    文書で通知いたします。 

・利用者が病院または診療所に入院し、明らかに 3 ヶ月以内に退院できる見込みがない場合、 

または入院後 2 ヶ月を経過しても退院できないことが明らかになった場合、文書で通知の 

    上、契約を終了させていただく場合がございます。この場合、退院後に再度入所を希望さ 

    れる場合は、お申し出ください。 

   ・やむを得ない事情により、当施設を閉鎖または縮小する場合、契約を終了し、退所してい 

    ただく場合がございます。この場合、契約終了３０日前までに文書で通知いたします。 

   ・上記①から③による退所が行われ、契約が終了した場合であって、利用者のやむを得ない 

    事由によりその契約終了日の翌日以降も施設を利用することとなるときは、その利用に要 

    する実費を請求します。 

６ 当施設のサービスの特徴等 

（１） 運営の方針 

 ・家庭での生活と同じく、能力に合った日常作業を職員とともに行い、生活能力の維持向上 

を図ります。  

・楽しくやさしく、さりげない介護を行い、利用者の意思を尊重し、生活していただきます。 

    ・外出や地域との交流を促進し、開かれた施設にします。 

（２）サービス利用のために 

事   項 有無 備   考 

男性介護職員  有  

従業員への研修の実施 有 年 1 回施設実習、その他外部研修を適宜実施 

サービスマニュアルの作成 有  

身体的拘束、扉の鍵 無  

徘徊 自由 職員の見守り 

ターミナルケア 有 
希望のある場合、協力医院、訪問看護等との連

携により出来うる限り努力する。（実績あり） 

 



（３）施設利用に当たっての留意事項 

   ・面   会   自由です。いつでも連絡なしで結構です。 

   ・外出、外泊   自由です。外泊の場合は前日の午後 5 時までにご連絡ください。 

   ・飲   酒   自由です。ただし、危険防止上やむを得ない場合、または、医師の指示

により制限をする場合があります。 

   ・設備、器具の利用   危険の伴わないものであれば、介護者の見守りのもと自由にご利

用いただけます。ただし、諸経費の実費をいただく場合もあります。 

・金銭、貴重品の持ち込み   紛失等のトラブルの元になるため原則としてできません。 

・所持品の持ち込み   自由です。 

 

７ 緊急時の対応方法 

ご利用者に容態の変化等があった場合は、医師に連絡する等必要な処置を講ずるほか、ご家族 

 の方に速やかに連絡いたします。 

 

家

族 

氏名  続柄  

住所  電話番号  

家

族 

氏名  続柄  

住所  電話番号  

  連携医療機関 

①  医療法人藤野クリニック 大里郡寄居町大字寄居 1153-1 

                          ℡048-581-1035 

                          診療科目・内科 

②   いとう歯科クリニック 比企郡小川町増尾 120 

          ℡0493-72-0133 

                             診療科目・歯科、口腔外科 

８ 非常災害対策 

 ・災害時の対応  職員の誘導により避難し、同時に消防署への連絡を行います。 

 ・防災設備    消火器及び消防法改正による消防用設備等の設置。 

 ・防災訓練    年２回防災訓練を行います。 

 ・防火管理責任者 原 利次  

 

 

 

 



９ サービス内容に関する相談・苦情 

（１） 当施設ご利用者相談・苦情担当 

（２） 担当  原 利次 （ 管理者 ）  ☎０４８－５８６－１８９７ 

（３） その他 

当施設以外にも市町村、埼玉県国民健康保険連合会等でも受け付けています。 

 寄居町福祉課           ☎０４８－５８１－７７１８     

埼玉県国民健康保険団体連合会   ☎０４８－８２４－２５６８ 

大里広域市町村圏組合       ☎０４８－５０１－１３３０ 

 

１０ 福祉サービス第三者評価の実施状況 

   直近の実施日  令和６年３月２５日 

   評価機関名   有限会社プログレ総合研究所 

   評価結果の開示 http://www.wam.go.jp/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wam.go.jp/


  

 令和  年  月  日 

 

 

 

 認知症対応型共同生活介護の施設入所にあたり、利用者に対して契約書及び本書面に基づいて重

要な事項を説明しました。 

 

          事業者 

            所在地   埼玉県大里郡寄居町大字寄居１１９１番地３ 

            法人名   有限会社 ひふみ 

            代表取締役 荒木 歌代子    印 

 

 

            説明者              

            事業所名 グループホームひふみ  

            氏名               印 

 

 私は、契約書及び本書面により、事業者から認知症対応型共同生活ホームについての重要事項の

説明を受けました。 

 

          利用者 

            住 所 

            氏 名                  印 

 

         （代理人） 

            住 所 

            氏 名                  印 


